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Ⅰ．概  要 

本年度は、平成 27 年度に策定した健康影響評価計画に基づき、調査対象者の生死等情報の

把握、事業対象者への意思確認調査（インフォームド・コンセント）及び生活習慣等調査を

行うとともに、令和元年度から利用が可能になったがん罹患情報を利用するため「がん登録

等の推進に関する法律」にもとづく手続きを行い、国立がん研究センターからリンケージデ

ータを取得した。また、意思確認調査への回答状況について分析等を行い、回答率向上につ

いて具体的方策を取った。さらに本事業の理解促進活動としては、平成 26 年度までに取得し

たデータをもとに解析した結果について学会発表、論文投稿等を行うとともに、ホームペー

ジ等により本疫学調査について情報発信した。 

 

１．本事業への協力の意思確認及び生活習慣等に係る調査業務 

前年度に引き続き、放射線疫学調査の対象者となることについての意思確認調査を実施し

た。調査は事業対象者約 40,000 人に対し、説明資料一式を再度郵送すること、また、これま

での郵送配付において、宛先不明の理由で意思の確認がなされなかった約 1,000 人の事業対

象者に資料を配付することにより行い、本年度は、令和元年 10 月までに、2,754 人から調査

対象者となることについての同意を得た。本年度までの調査結果は平成 27 年度に構築した

専用のデータベースに格納した。 

 

２．事業対象者に関する情報の更新等業務 

２．１ 事業対象者の被ばく線量に関する情報の更新 

当協会放射線従事者中央登録センター（以下、中登センターという。）から 2018 年度（平

成 30 年度）までの被ばく線量情報等の提供を受け、データベースに反映した。 

 

２．２ 住民票の写し等の交付請求による調査対象者の住所地及び生死確認 

本年度は、30,500 人の調査対象者について生死追跡調査を行い、1,361 市区町村に対し住

民票の写し等の交付を請求し、この内 1,359 市区町村から計 30,496 人の調査対象者について

住民票の写し等の交付を受ける等して回答を得た、データベースに反映した。 

 

２．３ 事業対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、調査票情報の継続保有の申請を

行い、承認を受けた。 

 

３．がん罹患情報の活用方策の検討 

   提供が開始された診断年 2016 年全国がん登録情報について、「がん登録等の推進に関す

る法律」第 17 条第 1 項第 3 号の規定に基づき利用申請を行い、承認された。調査研究評価

委員会等において、全国がん登録データベースの精度、並びに、疫学調査データベースと全

国がん登録データベースのリンケージ結果データの集計方法等について検討を行った。ま
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た、前年度の臓器線量構築検討会報告書に基づき、第Ⅴ期解析対象者の臓器線量の試算を行

った。 

 

４．本事業の理解促進活動 

４．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 

   調査結果等について広く周知し、事業対象者の協力を得るためにホームページ、放影協ニ

ュース等による情報発信を行った。 

 

４．２ 国内外の論文投稿・学会発表 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、学会発

表 15 回、論文投稿 5 編（2 編は公表済み、2 編は受理され近刊、1 編は投稿中）を行った。 

 

５．委員会活動 

本事業においては的確かつ円滑な実行を図る目的として、個人情報の取扱い及び疫学研究

に係る倫理的事項に係わる「放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会」、並びに調査

研究計画、調査の実施、がん罹患情報の活用に係わる「放射線疫学調査 調査研究評価委員

会」を設置した。また、「平成 28 年度疫学調査あり方検討会」が策定した報告書を踏まえ、

「放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会」を設置し、事業の進捗状況の確認

を行った。 
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Ⅱ．事業内容 

 

１．本事業への協力の意思確認及び生活習慣等に係る調査業務 

１．１ 住民票の写し等の交付請求による調査対象者の住所地及び生死確認 

がん罹患調査、死因解析等のために、調査対象者の住所地及び生死の情報を可能な限り

最新の状態に保つ必要がある。調査対象者の住所地及び生死の確認（以下、「生死追跡調

査」という。）は、本年度においても、前年度に引き続き、個人情報保護に留意しつつ、全

国の市区町村（特別区及び政令市の行政区を含む。以下、同様。）から住民票の写し等を取

得することにより行い、その結果の集計及び放射線疫学調査ファイルの更新を行った。 

 

（１）生死追跡調査 

法令により、消除された住民票（以下、除票と言う。）の保存期限は 5 年であると定めら

れていることから、1 人の調査対象者について少なくとも 4 年に 1 度、住民票の写し等の

取得による生死追跡調査を行うこととしている。本年度は、前年度の調査終了までに生存

が確認されていた調査対象者の内 23,874 人及び平成 27 年度から実施している意思確認

調査において、平成 11 年 4 月以降に中央登録センターに放射線業務従事者として登録さ

れた者のうち新たに本疫学調査の対象者となることに同意した 6,626 人（以下、「新規調

査対象者」という。）、計 30,500 人について生死追跡調査を行った。 

以下に、本年度の生死追跡調査の結果を報告する。 

 

１）住民票の写し等の交付請求及び取得 

ⅰ）住民票の写し等の交付請求 

本年度は、(a)本年度中に当該調査対象者についての直近の生死追跡調査から 4 年が

経過する者（平成 27 年度の生死追跡調査で住民票の写しを取得した者のうち、平成 30

年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（平成 28 年度に住民票の写

しを取得した者）の内の一部の者、(b)前年度（平成 30 年度）の生死追跡調査において

住民票の写し等の交付請求先の市区町村から他の市区町村への転出が判明した者並び

に(c)前年度（平成 30 年度）またはそれ以前の生死追跡調査において「該当者なし」等

の理由で住民票の写しを交付されなかった者の内、再調査を行うこととした者、新規調

査対象者、並びに前年度（平成 30 年度）までに実施した意思確認調査において郵送し

た説明資料が配達されずに協会に返送された者の内、住所の再調査を行うこととした

者、計 30,500 人の調査対象者について、1,361 市区町村に対し住民票の写し等の交付

を請求した。 

なお、本年度、住民票の写し等を請求した者には、前年度までに意思確認調査に回答

していなかった者及び同調査において本放射線疫学調査の調査対象者となることに同

意しない旨の回答をした者は含まれていない。また、前年度までに同意書が無いとの理

由で住民票の写し等の交付を受けられなかった市区町村に住所を持つ調査対象者につ

いては、意思確認調査を実施し、調査対象者となることに同意する回答を得られた者に
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ついてのみ、意思確認書の写しを添えて、住民票の写し等の交付請求を行った。 

本年度、住民票の写し等を請求した調査対象者の内訳は表１の通りである。 

 

ⅱ）住民票の写し等の取得 

ⅰ）の住民票の写し等の交付請求により取得した住民票の写し等及び取得できなかった

住民票の写しは、その内容により以下の通りの区分に分類し、整理している。 

①住民票の写しの取得（氏名、住所等が変更されていないもの） 

②住民票の写しの取得（氏名、住所等が変更されているもの） 

③除票の写しの取得（死亡による消除） 

④除票の写しの取得（転出（海外への転出を含む。）による消除） 

⑤住民票なし（「該当者なし」（調査対象者が当該の市区町村の住民ではなく、当該 

調査対象者の住民票が作成されていないことによる）のため） 

⑥住民票なし（住民票の消除後 5 年（保存期限）以上経過のため） 

⑦除票の写しの取得（不在住等の事由による市区町村長の職権による消除） 

⑧その他 

 

本年度は、住民票の写し等の交付を請求した 1,361 市区町村の内、1.359 市区町村から、

計 30,496 人の調査対象者について、住民票の写し等の交付等による回答を得た。他の 2

市（4 人）については、住民票の写し等の交付を受けられなかった。本年度に住民票の写

し等の交付を請求した調査対象者について、取得した住民票の写し等及び取得できなかっ

た住民票の写し等の内訳は表２の通りである。 

  （巻末参考資料 23 頁参照） 
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表１ 本年度に住民票の写し等の交付を請求した調査対象者の内訳 

 

 請求の内訳 人数  

 (a) 前回住民票の写し注-1 19,456  

 (b) 前回転出除票の写し注-2 1,806  

 (c) 前回「該当者なし」等注-3 492  

 ※ 新規調査対象者注-4 6,626,  

 ※ 郵便不達者の住所再調査注-5 2,120  

 合計 30,500  
    

注-1 直近の生死追跡調査から 4 年が経過する者（平成 27 年度の生死追跡調査において住民票の写し

を取得した者のうち平成 30 年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（平成 28
年度に住民票の写しを取得した者）の内の一部の者の調査 

注-2 前年度（平成 30 年度）の生死追跡調査において他の市区町村への転出が判明した者の調査 

注-3 前年度（平成 30 年度）またはそれ以前の生死追跡調査において、「該当者なし」等の回答を得た

者の内の一部の者の再調査 

注-4 前年度（平成 30 年度）までの意思確認調査において本疫学調査の対象者となることに同意し、新

規に調査対象者となった者の調査 

注-5 前年度（平成 30 年度）までの意思確認調査において郵送した説明資料が配達されずに協会に返

送された者の住所の再調査 

 

 

 

 

 

表２ 本年度に取得する等した住民票の写し等の内訳 

  （令和 2 年 3 月現在） 

区分 人数 

住民票の写し ①② 27,169 

除票の写し（転出） ④ 2,362 
 内、国内の他市区町村への転出 2,340 
 内、海外への転出 22 

除票の写し（死亡） ③ 781 

該当者なし等 ⑤⑥⑦ 184 

不交付 4 

合計 30,500 
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２）生死追跡調査の状況 

平成 27 年度から実施してきた意思確認調査が本年度に終了することを受け、次年

度以降の生死追跡調査対象者について、放射線疫学調査ファイル（以下、「疫学 DB」

という）の状況とともに整理した。これまでの疫学 DB は全調査対象者 277,128 人

（男性 274,559 人、女性 2,569 人）から構成されており、そのうち生存が確認された

対象者の一部について年度ごとに生死追跡調査を実施し、その調査結果について疫学

DB を更新してきた。平成 27 年度から意思確認調査を実施することにより、疫学 DB

は新規に調査対象者となった 14,853 人（男性 14,514 人、女性 346 人）を加えて

291,981 人（男性 289,066 人、女性 2,915 人）となった。今後の生死追跡の対象者は

すべて本疫学調査の対象者となることに同意した者となるため、疫学 DB の内訳は令

和 2 年 3 月現在で次の通りとなった。(1) 生存者は 80,055 人（男性 79,218 人、女性

837 人）、(2) 死亡者は 35,048 人（男性 34,956 人、女性 92 人）、(3)調査の結果追跡

できなくなった者は 140,632 人（男性 139,497 人、女性 1,135 人）となった。意思確

認調査において不同意の意思を表明した者、意思確認調査を実施できなかった者及び

回答がなかった者等が合わせて 92,110 人（男性 91,502 人、女性 608 人）であり、平

成 15 年度から平成 21 年度までの間に実施した「説明と同意の確認」調査において、

本年度までに同意しない旨の回答をした者及び郵送した説明資料が不達となり最終

的な意思の確認がなされなかった者が 13,212 人（男性 13,024 人、女性 188 人）であ

った。なお、(4) 事業所に照会した時点で住所情報が得られず、当初から生死追跡調

査の対象とならなかった者は 36,246 人（男性 35,395 人、女性 851 人）である。 

詳細は表３の通りである。           （巻末参考資料 24 頁参照） 

 

３）住民票の写し等取得の年度推移 

全国の市区町村から住民票の写し等を取得することによる生死追跡調査を開始して

29 年が経過した。その間に得た各年度の住民票の写し等取得実績の推移を図１に示

す。 

 

４）生死追跡調査における「脱落」等の発生 

ⅰ）追跡先住所不明 

住民票の写し等の取得による生死追跡調査において、市区町村から「該当者なし」

等という回答を受けた調査対象者の一部については、前年度までに取得した最新の住

民票の写し等を当該市区町村に提示し、再度、住民票の写し等の交付請求を行った。

他市区町村への転出が判明した者については、次回の調査までに除票の保存期間であ

る 5 年を超えることのないよう、必要に応じて追加の住民票の写し等の交付請求を行

った。 

しかしながら、調査対象者が転出元又は転出先の市区町村で転出又は転入の手続き

をしないこと等により、調査対象者の追跡先の住所が不明となることがあるため、「脱

落」が発生することがある。 
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本年度は 184 人（本年度調査分の 0.60％）の「脱落」があった。 

 

ⅱ）海外転出 

海外への転出が判明した調査対象者については、以降の追跡が困難であるため、生

死追跡調査を継続しないこととしている。 

本年度は 22 人（同 0.07％）の海外転出があった 

 

ⅲ）住民票の写し等の不交付 

住民票の写しの交付制度等の見直しのために改正された住民基本台帳法が平成 20

年 5 月に施行されたことにより、以降、市区町村の判断によっては、住民票の写し

等が交付されない可能性が生じた。住民票の写し等の請求先となった市区町村に対

しては、本疫学調査の意義を説明すること等により、市区町村の理解及び協力を得

ることに努めているが、やむを得ず住民票の写し等が交付されない場合は、当該の

調査対象者に対して意思確認調査を実施し調査対象者となることに同意する旨の回

答を得たうえで住民票の写し等についての交付請求を行うこととしている。 

前述の通り、本年度は、2 市による住民票の写し等の不交付があり、4 人分 （同

0.01％）の住民票の写し等を取得できなかった。 

 

 

表３ 生死追跡状況（既存の調査対象者） 

 （令和 2 年 3 月現在） 

 追跡結果 人数 (男 女 )  

 (1) 生存  80,055 ( 79,218 837 )  

 (2) 死亡  35,048 ( 34,956 92 )  

 (3) 脱落  140,632 ( 139,497 1,135 )  
 （脱落の内訳）   

 初回追跡時脱落注-1  24,655 ( 24,365 290 )  

 住所不明等注-2  9,987 ( 9,941 46 )  

 不同意注-3  12,480 ( 12,292 188 )  

 郵便不達注-4  732 ( 732 0 )  

 IC 不同意注-5  13,122 ( 13,006 116)  

 IC 郵便不達注-6  1,185 ( 1,164 21)  

 IC 未回答等注-7  77,803 ( 77,332 471)  

 不交付注-8  668 ( 665 3)  

 (4) 住所情報無し注-9  36,246 ( 35,395 851 )  

  合計  291,981 ( 289,066 2,915 )  

注-1 原子力事業者から入手した住所情報に基づいて初めて行う住民票の写し等の請求において、該当者なし、除

票の保存期間経過、職権消除等の理由で、住民票の写し等を取得できずに脱落した調査対象者の数 

注-2 一旦、住民票の写し等を取得した後の再調査において、該当者なし、除票の保存期間経過、職権消除、海外

転出等の理由により脱落した調査対象者の数 
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注-3 第 2 次交絡因子調査又は「説明と同意の確認」調査において、調査対象者となることに同意しない旨の回答

をした者の数 

注-4 「説明と同意の確認」調査において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった

者の数 

注-5 「意思確認調査」において、不同意の意思を表明した者の数 

注-6 「意思確認調査」において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった者の数 

注-7 「意思確認調査」において、回答がなかった者、回答に不備がある等で最終的な意思の確認がなされなかっ

た者の数 

注-8 市区町村の協力を得られなかったことにより、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数 

注-9 原子力事業者から住所情報を入手できなかったため、当初から住民票の写し等の取得による生死追跡調査の

対象とならなかった者の数 

 

 

 

 

 

 

 

     

図１ 住民票の写し等の取得実績 

 

 

 

（２）放射線疫学調査ファイルの管理等 

本疫学調査の実施に当たっては、平成 11 年 3 月までに放射線業務従事者として登録した

者のうち調査対象者となった 277,128 人についての情報を収めたデータベースを、インタ
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ーネット及び協会の計算機ネットワークから独立した計算機上に構築している。平成 11 年

4 月以降に放射線業務従事者として登録した者のうち、意思確認調査により本疫学調査の対

象者となることに同意する旨の回答を得た者 14,853 人については、調査対象者として当該

データベースに新たに登録等を行った。このデータベースの管理のために開発した「放射線

疫学調査に係る情報処理システム」（以下、「情報処理システム」という。）により、年度毎

に行う生死追跡調査の対象者の抽出、市区町村長に提出するための住民票の写し等の請求

書類の作成、交付を受けた住民票の写し等の記載事項等の計算機への入力並びにデータベ

ースに登録された情報の更新及び修正を行った。 

 

（３）意思確認調査及び生活習慣等調査の調査結果の管理のためのデータベースの構築 

本疫学調査の調査対象者となることについての諾否、アンケート調査の回答内容等、両調

査において本年度に得られた調査結果を、これらを保管し、管理するために平成 27 年度に

構築したデータベースに格納した。 

 

１．２ インフォームド・コンセント  

本放射線疫学調査において、平成 27 年度からの新たな取り組みとしてがん罹患調査及

び生活習慣等調査を実施することとしている。そこで、あらかじめ放射線疫学調査の事業

対象者からインフォームド・コンセントを受けることにより今後の放射線疫学調査の円滑

な実施に資することを目的として、本年度も放射線疫学調査の対象者となることについて

の意思確認調査（以下、「意思確認調査」という。）を前年度に引き続いて実施した。 

意思確認調査は、平成 27 年度に策定した「放射線疫学調査の対象者となることについて

の意思確認調査実施要領」（以下、「意思確認調査実施要領」という。巻末参考資料 25～29

頁参照。）に基づき、平成 27 年度から順次行っており、本年度がその最終年度である。 

以下に、意思確認調査の本年度における進捗、結果等を述べる。 

 

（１） 意思確認調査の実施（説明資料の配付） 

意思確認調査実施要領に基づき、①郵送及び②原子力発電施設等の事業所での現地配付

の 2 通りの方法により、事業対象者に対して説明資料（巻末参考資料 30～44 頁参照）を

配付することとしている。なお、説明資料には生活習慣等調査回答用紙が添付されており、

本疫学調査の対象者となることに同意していただける場合に回答を依頼している。 

これらの配付方法の対象は、それぞれ、 

① 郵送調査 … 平成 26 年度までに既に本放射線疫学調査の調査対象者であって、生

死追跡調査において生存していること及び住所が確認された者（約 16.5 万人（平

成 26 年度末現在）） 

② 現地調査 … 現地説明会（上述）を開催した事業所において現に放射線業務に従事

している者等（約 7 万人） 

である。このため、①及び②の両方の方法により、2 部以上の説明資料の配付を受ける

者がいる可能性があることに留意しなければならない。 
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本年度は、平成 29 年度及び平成 30 年度に意思確認調査を実施した事業対象者のうち、

回答がなかった者について未回答の理由を分析・検討した結果、送付資料を見落としてい

る可能性があることから回答を促すお知らせのハガキを発送し、それでも回答が無かった

者約 40,000 人について、送付資料を廃棄してしまった可能性があると考えられたことか

ら再度、説明資料を送付した。また、宛先不明等の理由により郵便が不達となり意思確認

調査を実施できなかった 2,120 人については、住民票の写し等を請求し、その時点におい

て確認できる最新の住所に説明資料を郵送した。 

最終的に 1,187 人については複数回説明資料を郵送したが、宛先不明等の理由により郵

便が不達となり意思確認調査を実施できなかった。 

 

（２）意思確認調査の結果 

本年度は、38,302 人の事業対象者に実施した意思確認調査に対して、4,052 人からの回

答があった（令和元年 10 月 2 日現在）。 

これらの内、本放射線疫学調査の調査対象者となることに同意するとの回答をした者は

2,754 人、同意しないとの回答をした者は 1,093 人であった。説明資料の配付数に対する

同意の取得率は約 7.2％であった。 

平成 27 年度からの通算では、調査対象者となることに同意するとの回答をした者は

81,355 人、同意しないとの回答をした者は 16,399 人となった。 

同意するとの回答をした者の内、放射線疫学調査ファイルの既存の調査対象者と照合で

きなかった者は、本放射線疫学調査の新規の調査対象者となり、今後、放射線従事者中央

登録センターに照会し、放射線業務従事者として登録されていることが確認できた場合に、

生死追跡調査等を行い各種の情報の取得を行うこととなる。 

また、意思確認書への記入内容等に不備がある等の理由により調査対象者となることに

ついての諾否を判断できなかった者及び郵送調査及び現地調査の両方の調査において重

複して回答した者が計 205 人（平成 27 年度からの通算では 4,704 人）あった。 

本年度までにおける意思確認調査の結果を表４に示す。 
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表４ 意思確認調査 回答状況 

回答

同意 不同意 その他 計

平成27年度 郵送調査 10,687 2,209 1,930 14,826 15,273 30,099

既存対象者 10,684 2,207

新規対象者候補 3 2

現地調査 2,252 705 74 3,031 2,586 5,617

既存対象者 863 200

新規対象者候補 1,389 505

計 12,939 2,914 2,004 17,857 17,859 35,716

既存対象者 11,547 2,407

新規対象者候補 1,392 507

平成28年度 郵送調査 14,230 2,292 813 17,335 26,998 44,333

既存対象者 14,224 2,291

新規対象者候補 6 1

再調査（郵送） 1,762 561 256 2,579 11,541 14,120

既存対象者 1,759 557

新規対象者候補 3 4

現地調査 17,460 3,582 515 21,557 22,345 43,902

既存対象者 6,544 1,051

新規対象者候補 10,916 2,531

計 33,452 6,435 1,584 41,471 60,884 102,355

既存対象者 22,527 3,899

新規対象者候補 10,925 2,536

平成29年度 郵送調査 16,838 2,770 442 20,050 31,490 51,540

既存対象者 16,829 2,765

新規対象者候補 9 5

再調査（郵送） 1,184 424 86 1,694 10,820 12,514

既存対象者 1,181 421

新規対象者候補 3 3

現地調査 4,082 404 55 4,541 4,908 9,449

既存対象者 1,747 164

新規対象者候補 2,335 240

計 22,104 3,598 583 26,285 47,218 73,503

既存対象者 19,757 3,350

新規対象者候補 2,347 248

平成30年度 郵送調査 7,841 1,674 204 9,719 16,154 25,873

既存対象者 7,837 1,672

新規対象者候補 4 2

再調査（郵送） 1,610 610 113 2,333 16,929 19,262

既存対象者 1,609 608

新規対象者候補 1 2

現地調査 655 75 11 741 637 1,378

既存対象者 338 27

新規対象者候補 317 48

計 10,106 2,359 328 12,793 33,720 46,513

既存対象者 9,784 2,307

新規対象者候補 322 52

平成31年度 郵送調査 144 24 2 170 745 915

既存対象者 144 24

新規対象者候補 0 0

再調査（郵送） 2,610 1,069 203 3,882 33,505 37,387

既存対象者 2,609 1,066

新規対象者候補 1 3

計 2,754 1,093 205 4,052 34,250 38,302

既存対象者 2,753 1,090

新規対象者候補 1 3

合計 郵送調査 49,740 8,969 3,391 62,100 90,660 152,760

既存対象者 49,718 8,959

新規対象者候補 22 10

再調査（郵送） 7,166 2,664 658 10,488 72,795 83,283

既存対象者 7,158 2,652

新規対象者候補 8 12

郵送調査計 56,906 11,633 4,049 72,588 80,172 152,760

(延べ数) 163,455 236,043

既存対象者 56,876 11,611

新規対象者候補 30 22

現地調査 24,449 4,766 655 29,870 30,476 60,346

既存対象者 9,492 1,442

新規対象者候補 14,957 3,324

計 81,355 16,399 4,704 102,458 110,648 213,106

(延べ数) 193,931 296,389

既存対象者 66,368 13,053

新規対象者候補 14,987 3,346

（令和1年9月10日配付分、令和1年10月2日回収分まで）

調査年度 調査方法 未回答 計
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２．事業対象者に関する情報の更新等業務 

２．1 事業対象者の生存等に関する情報の更新 

本年度の生死追跡調査において入手した住民票の写し等の情報に基づき、30,496 人の

調査対象者について、データベースを更新した。そのうち、転居による住所の変更又は

氏名の変更があった者は 2,141 人、転出による住所変更があった者は 2,362 人、死亡し

た者は 781 人、該当無し等により追跡できなかった者は 184 人であった。なお、住民票

の写し等の交付を受けられなかった 2 市（不交付を含む。）に係る 4 人の調査対象者につ

いては、データベースの更新を保留し、脱落者とした。 

また、このデータベース及び情報処理システムについては、定期的に保守点検を行うこ

とにより、その正常維持を図るとともに、データのバックアップを定期的に又は適宜行

い、データを適正に保管している。 

 

２．２ 事業対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、平成 31 年 4 月 1 日に調査票

情報の継続保有の申請を厚生労働省に対して行い、平成 31 年 4 月 9 日に承認を受けた。

これらの死因情報を用いて解析を行い、学会発表、論文作成を行った。 

 

３．がん罹患情報の活用方策の検討 

本疫学調査では、これまで主に、被ばく線量とがん死亡との関係を解析することで、低線量

放射線の健康影響を評価してきたが、医療技術の進展等に伴いがんの致死率（致命率）が低

下している現状を考慮し、健康指標として死亡だけでなく、がん罹患も調査することにより、

より精度の高い健康影響の評価を行う必要性が高まっている。一方、がん罹患情報に関して

は、一部の都道府県で地域がん登録制度があったものの、本疫学調査の対象者は全国に所在

しているので、全員を対象としたがん罹患情報の把握は困難であったが、平成 28 年 1 月全国

がん登録制度が発足した。これらの状況を鑑み、平成 27 年度からの調査においては、放射線

被ばくによる健康影響、特にがんの発生に及ぼす影響を評価する際、その評価指標としてが

ん罹患を新たに加えることとしている。 

平成 27 年度においては、全国がん登録制度に基づくがん罹患情報を活用するため、法的根

拠、申請手続、全国がん登録データベース届出項目、利用可能時期、疫学調査解析での利用

法等について調査研究評価委員会において審議した。特に、調査対象者のがん罹患情報の収

集方法に関しては、収集項目等並びにがん罹患情報の保管及び管理のためのシステム開発の

要件定義として、全国がん登録データベースから提供を受ける項目を確認した。 

平成 28 年度には全国がん登録データベース整備の進捗状況、利用手続マニュアル等の整備

状況、本疫学調査での利用可能時期等について調査研究評価委員会において審議した。また、

がん罹患リスクの評価に用いる臓器線量構築について検討を行った。 

平成 29 年度においては、調査研究評価委員会において、全国がん登録データベースの利用

申請方法等について検討を行った。また、臓器線量構築検討会を設置し臓器線量への変換方
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策等について検討した。 

平成 30 年度においては、調査研究評価委員会において、公開された 2016 年全国がん登録

の概要について検討を行った。また、臓器線量構築検討会において、記録線量から臓器線量

への換算係数を構築した。 

令和元年度においては、提供が開始された診断年 2016 年の全国がん登録情報について、法

第 17 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、利用申請を行い、承認された後にリンケージを行っ

た。調査研究評価委員会等において、公表された 2016 年全国がん登録情報の精度、並びに疫

学調査データベースと全国がん登録データベースのリンケージ結果データの集計方法等につ

いて検討を行った。また、前年度の臓器線量構築検討会報告書に基づき、第Ⅴ期解析対象者

について、1957～2010 年の記録線量から臓器線量への試算を行った。 

 

３．１ 2016 年全国がん登録情報の利用承認 

提供が開始された診断年 2016 年全国がん登録情報について、令和元年 5 月、当協会理事

長から厚生労働大臣あての全国がん登録情報の提供の申し出を、事前相談の上、国立がん研

究センターに対して行った。当協会は、省令により提供を受けることができる機関として定

められており、法第 17 条第 1 項第 3 号の規定に基づいて、「非匿名化情報」の利用申請を

行った。8 月に開催された利用と提供に関する審査委員会での審査を経て、応諾の通知を厚

生労働大臣から受け取った。その後、調査研究対象者と全国がん登録情報をリンケージする

ために、リンケージ用外部照合データを作成し、国立がん研究センターに送付した。リンケ

ージの結果、がん罹患情報を付加したリンケージ結果データが提供され、リンケージが可能

なことが確認できた。提供されたデータから、重複データを排除したがん罹患件数の算定方

法、部位別がん罹患数の集計方法、上皮内がんの扱い等について、調査研究評価委員会、あ

り方検討会フォローアップ委員会において審議した。 

 

３．２ 臓器線量の再構築等の活用方策について 

新しい疫学調査では、評価指標として従来の死亡に加え、平成 28 年に始まった全国がん

登録制度のがん罹患情報を利用することとしている。線量については、従来、記録線量であ

る個人線量当量をそのままリスク推定に用いていたが、放射線リスク評価の国際比較可能

性を高めるために、新調査では臓器線量を用いることとして、平成 29 年度及び 30 年度に

臓器線量構築検討会を設置した。平成 30 年度は、線量計レスポンスの試験の実施、日本人

成人男性モデルの臓器線量換算係数の推計、日本の原子力発電所における光子エネルギー、

ジオメトリ分布に関する先行研究の調査を経て、2 年間の検討の結果、記録線量から臓器線

量への換算係数の構築方法をまとめ、検討会報告書をとりまとめた。本年度は、臓器線量構

築検討会報告書の換算係数に基づき、第Ⅴ期解析対象者について 1957～2010 年の記録線

量から臓器線量への試算を行った。 

 

４．本事業の理解促進活動  

本事業の理解促進を図り、本事業が国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家
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に認知されることを目的に、以下の学会発表、論文投稿等を行った。  

 

４．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 

  

本年度は以下の更新を行った。 

更新日 更新内容 

4/9 
放射線疫学調査についてのご説明（詳細説明資料）の掲載と放射線疫学調査健康影響

評価計画書の一部変更に関する告知 

6/6 第 92 回日本産業衛生学会の発表要旨の掲載 

6/6 保健物理への論文掲載の告知 

6/6 Health Physics への論文掲載の告知 

10/9 臓器線量構築検討会報告書の掲載 

10/9 
第 16 回 国際放射線研究会議 学会発表要旨の掲載 

10/9 
第 40 回韓国疫学会発表要旨の掲載 

10/31 ヨーロッパ放射線防護週間 2019 学会発表要旨の掲載 

11/29 第 62 回 日本放射線影響学会 大会発表要旨の掲載 

12/12 第 2 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会発表要旨の掲載 

2/24 第 30 回日本疫学会学術総会発表要旨の掲載 

 

なお、当協会が年４刊発行（約 1,000 部／刊）している放影協ニュースに「本事業への

協力の意思確認及び生活習慣等に係る調査業務」の一環として「放射線疫学調査へのご

協力のお願い」や学会発表内容について掲載し、原子力事業者や RI 等事業者、 除染等

事業者を初めとする関係機関に配布するとともに、ホームページに掲載して広く周知を

行った。 
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４．２ 国内外の論文投稿・学会発表 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、喫

煙・食事等の生活習慣調査に基づいた交絡の解析（発表①、②、⑥、⑦、⑧、⑪、⑬、

⑭、⑮及び論文②）、第Ⅴ期調査における最新の解析結果の概要紹介（発表⑩）、記録線

量から臓器線量への変換に関する検討（発表④、⑤、⑨、⑫及び論文⑤）、調査対象者と

なることへの意思確認調査の概要（発表③）低線量率に焦点をあてた米国放射線業務従

事者疫学調査の公開データの再解析（共同研究。論文①、③）及び放射線疫学調査の専

門機関として他機関からの要請による疫学調査における誤差の解説を行うなど（論文②）、

計 15 回の学会発表と 5 編の論文投稿を行った。（論文①、②は掲載済み。③、④につい

ては受理された。） 

このうち、第Ⅴ期調査までに明らかになった種々の交絡を調整した解析については、

現在実施中の第Ⅵ期調査において全調査対象者に対する生活習慣調査を行っており、今

後も重点的に調査・発表を行う。また、記録線量から臓器線量換算係数の推計方法の検

討や、それに基づく臓器線量を用いた第Ⅴ期調査リスク推計の再解析への換算を今後進

めていき、これら推計方法と換算結果の発表を行う。 

 

（１） 学会発表                        （巻末参考資料 47～63 頁参照） 

① 放射線業務従事者におけるがん罹患歴と 20 歳時 BMI との関連. 第 30 回日本疫学会

学術総会. 京都大学（京都）2020.2.22 

② 男性放射線業務従事者における累積線量群別成人期の体重増加と生活習慣等の関連. 

第 2 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会、東北大学（仙台）

2019.12.7 

③ 日本の放射線業務従事者を対象とした疫学調査におけるインフォームド・コンセント. 

第 2 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会、東北大学（仙台）

2019.12.7 

④ 我が国の原子力発電所における放射線業務従事者の被ばく光子エネルギーおよびジ

オメトリ分布について.  第 2 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大

会、東北大学（仙台）2019.12.4 

⑤ ガラスバッジ、電子線量計または OSL 線量計を使用した原子力産業従事者の光子被

ばくに対する線量計レスポンス試験：Experiments on dosimeter response to photon 

exposure for nuclear industry workers with glass badge, electronic personal 

dosimeter or optically stimulated luminescence dosimeter in use.  日本放射線影響

学会第 62 回大会、京都大学（京都）2019.11.15 

⑥ 放射線業務従事者における累積線量と有害業務従事歴との関連：Correlation 

between the cumulative dose and a hazardous job history among Japanese nuclear 

workers (J-EPISODE).  日本放射線影響学会第 62 回大会、京都大学（京都）

2019.11.15 

⑦ 男性放射線業務従事者における健診受診に関連する要因：Factors associated with 
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the participation of male Japanese nuclear workers in medical examinations. 日本

放射線影響学会第 62 回大会、京都大学（京都）2019.11.15 

⑧ Confounding between the cumulative dose and a hazardous job history among 

Japanese nuclear workers (J-EPISODE). European Radiation Protection Week 

2019（ERPW2019）,ストックホルム大学（スウェーデン、ストックホルム）2019.10.14-

18 

⑨ Reconstruction of organ dose for Japanese nuclear workers and reanalysis of 

cancer mortality risk for J-EPISODE 1991-2010. European Radiation Protection 

Week 2019（ERPW2019）,ストックホルム大学（スウェーデン、ストックホルム）

2019.10.14-18 

⑩ The latest results of Japanese epidemiological study on low-dose radiation 

effects(J-EPISODE). カソリック大学セントメリー病院（韓国、ソウル）2019.9.19 

⑪ Quantifying the adjusting effect for radiation risk estimate of mortality by 

adjustment for smoking among Japanese nuclear workers. 16th International 

Congress for Radiation Research（ICRR2019）,Manchester Central（イギリス、マ

ンチェスター）2019.8.29 

⑫ Reconstruction of organ dose for Japanese Epidemiological Study on Low-Dose 

Radiation Effects: J-EPISODE. 16th International Congress for Radiation 

Research（ICRR2019）,Manchester Central（イギリス、マンチェスター）2019.8.25-

29 

⑬ 放射線疫学調査に潜む誤差. 第 56 回アイソトープ・放射線研究発表会、東京大学（東

京）2019.7.4 

⑭ 放射線業務従事者における単身赴任歴とがん死亡との関連（第Ⅴ期疫学調査結果）. 

第 92 回日本産業衛生学会、名古屋国際会議場（名古屋）2019.5.23 

⑮ 放射線業務従事者における健康診断受診からの経過年数による食習慣の違い. 第 92

回日本産業衛生学会、名古屋国際会議場（名古屋）2019.5.23 

 

（２） 論文                          （巻末参考資料 64～75 頁参照） 

① Effect of Radiation Dose Rate on Cancer Mortality among Nuclear Workers: 

Reanalysis of Hanford Data. Health Phys. 117, 13–19, 2019. 

② 放射線疫学調査に潜む誤差. Isotope News 2020 年 2 月号 28-31. 

③ Effect of radiation dose rate on circulatory disease mortality among nuclear 

workers: Reanalysis of Hanford data. Health Phys.（受理） 

④ Direct Comparison between Radiation Risk and Smoking Risk on Cancer Mortality 

among Nuclear Workers in Japan (J-EPISODE). Jpn. J. Health. Phys. （受理） 

⑤ Dosemeter response to photon exposure of electronic personal dosemeters, radio 

photoluminescent glass dosemeters, and optically stimulated luminescence 

dosemeters used by nuclear workers in Japan. Radiat. Prot. Dosim.（投稿中） 
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５．委員会活動 

５．１ 放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会（令和 2年 2月 27 日開催） 

 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づく研修 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき委員の研修として、本年度よ

り利用が可能になったがん登録情報について国立がん研究センターより講師を招いて

「全国がん登録制度の仕組み、法律上の規定等について」の演題で講義をしていただい

た。委員からは「がん登録等の推進に関する法律」の要求事項や注意事項の理解が深ま

り、有意義な研修であったとの評価を得た。 

 委員会議事 

委員会では以下の事項について報告した 

① がん罹患情報の取り扱いについて 

「がん登録等の推進に関する法律」は開示の制限規定（法第 35 条）、全国がん登録

情報等の利用及び提供等の制限規定（法第 26 条）が定められており、「個人情報の

保護に関する法律」に基づく開示請求の適用除外となり、また、「人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針」に基づく利用方法も制限される等、がん登録情報の

高度なレベルの管理が求められることから、協会の対応状況について報告。 

② 配偶者から暴力（DV）被害を受けている人の住民票交付請求における扱いについ

て 

総務省からの通達に基づく市区町村の DV 被害者保護に関する取り組み内容を踏

まえると、協会がこれまで行ってきた管理方法で特に問題は生じないことを報告。 

③ 個人情報の廃棄方法について 

これまで個人情報が記された紙媒体は保管期限が過ぎれば細断処理されていたが、

機器の老朽化により溶解処理に変更されたことに伴う対応状況について報告。 

④ 海外研究機関との共同研究について 

海外研究機関との共同研究に係る進捗状況について報告 

これらの内容について、特に新たな指導を受けるものはなかった。 

 

５．２ 放射線疫学調査 調査研究評価委員会 

 本年度第 1 回委員会（令和元年 11 月 7 日開催） 

本年度の論文・学会発表の状況、意思確認調査の進捗状況、コホートの設定状況、が

ん罹患情報の活用状況、臓器線量変換作業の進捗状況、第Ⅵ期報告書案、第Ⅶ期調査計

画案、海外研究機関との共同研究について報告した。 

討議の結果、以下の指導を受けた。 

・ コホートの設定について部分集団を設定するのは良いが、全体を使って行うこと

も重要であるので十分検討すること。 

・ がん罹患情報の取得と利用を進めること。 

・ 第Ⅵ期報告書の構成を議論の内容を踏まえて検討し、次回委員会で報告すること 
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 本年度第 2 回委員会（令和 2 年 1 月 21 日開催） 

第Ⅴ期調査と第Ⅵ期調査におけるコホートの特性と解析について、がん罹患情報の活

用状況、第Ⅵ期報告書案、第Ⅶ期調査計画について報告した。 

討議では 

・ 意思確認調査が終了し、コホートを設定することができたが、線量群別の人数を

見ると高線量群に合わせてマッチングすることは難しいことからプロペンシティ

スコアなど全体のデータを使用する手法を考えること。 

・ がん罹患情報が活用できるようになったことにより、死因には直接関与しない上

皮内がんの扱いについて検討を行うこと。 

・ 過去 2 回行われた生活習慣調査と今回行われた生活習慣調査で複数回の回答をし

ている人についてどの回答内容を使用するか予め決めておくこと、生活習慣調査

で尋ねた内容が罹患や死亡といったイベントに因果関係を持ってくることから、

観察開始時期をどの様にするか検討して決めておくこと。 

との指導があり、第Ⅵ期報告書案については、前回議事を踏まえた修正がされている

ことが確認された。 

 

５．３ 放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会 

 本年度第 1 回委員会（令和元年 12 月 10 日開催） 

がん罹患情報の活用状況、臓器線量変換作業の進捗状況、第Ⅵ期報告書の構成、論文・

学会発表の状況について報告した。 

討議の結果、以下の指導を受けた。 

・ 線量群別の傾向を見ると、どの変数であっても線量“0”の人だけ傾向が違うよう

なので、モデル化を考えるなど扱いを考慮すること。 

・ 雇用機関別の傾向を見ると、「プラントメーカー」と「その他」に雇用されている

人と、それ以外の人に違いが見られることから注意すること。 

・ コホートの設定、解析についてはまず全体を使って行うことを考え合わせてマッ

チングについても進めること。 

・ がん罹患情報の活用では 2016 年のデータから使用できることに対し、第Ⅵ期調査

は 2015 年から開始されていることから、2015 年に調査対象者となった人につい

ては罹患情報を取得できない可能性があることに注意すること。 

 本年度第 2 回委員会（令和 2 年 1 月 23 日開催） 

第Ⅴ期調査と第Ⅵ期調査におけるコホートの特性と解析について、がん罹患情報の活

用状況、第Ⅵ期報告書案、第Ⅶ期調査計画について報告した。 

討議の結果、以下の指導を受けた。 
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・ 今回、作成されたコホートをマッチングさせてみると色々な課題が見えており、

プロペンシティスコアやモデル化など今後の解析手法について検討しておくこ

と。 

・ がん罹患情報について一人のデータとして複数レコードがリンケージされた場

合、同一の罹患情報なのか注意して特定すること。 

・ 上皮内がんの取り扱いについては放射線業務従事者と一般の人のデータに健康意

識の違いによるバイアスが生じる可能性があること、また専門家でない人はその

バイアスは分からないまま罹患率を判断してしまう可能性があるので注意するこ

と。また、両方の解析を行うとしても本当の比較には含めないということは予め

決めておくこと。 

・ 第Ⅵ期報告書には日本で行う本疫学調査が海外のものとは異なり、生活習慣等の

交絡因子を考慮できること、広島・長崎の疫学調査と同じ日本人として比較でき

ることなど、その意義など必要性について記載すること。 
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平成 31 年度原子力施設等防災対策等委託費 

（低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査）事業 

 

 

 

 

（原子力規制委員会原子力規制庁委託調査報告書） 

 

 

 

（巻末参考資料） 
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（原子力規制委員会原子力規制庁委託調査報告書） 

平成 31 年度原子力施設等防災対策等委託費 

（低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査）事業 

 

（巻末参考資料） 
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１．調査活動 

１ ． １  住 民 票 の 写 し 等 の 交 付 請 求 及 び 交 付 の 状 況 （ 都 道 府 県 別 ）

   

（本文 5 頁参照） 

　 取得率(%)

都道府県名 c.除票写し d.除票写し

（転出） （死亡）

　北海道 90 1,180 1,019 130 24 7 0 99.4

　青　森 32 911 803 91 15 2 0 99.8

　岩　手 19 75 70 4 1 0 0 100.0

　宮　城 33 968 859 88 19 2 0 99.8

　秋　田 16 74 65 4 5 0 0 100.0

　山　形 19 62 60 1 1 0 0 100.0

　福　島 39 3,164 2,814 208 130 12 0 99.6

　茨　城 43 4,751 4,437 202 98 14 0 99.7

　栃　木 19 199 186 9 4 0 0 100.0

　群　馬 27 147 132 11 4 0 0 100.0

　埼　玉 67 1,027 940 54 28 5 0 99.5

　千　葉 55 1,308 1,199 62 38 6 3 99.3

　東　京 53 1,725 1,489 175 43 18 0 99.0

　神奈川 54 1,972 1,771 120 75 6 0 99.7

　新　潟 35 1,229 1,110 96 8 15 0 98.8

　富　山 13 141 128 13 0 0 0 100.0

　石　川 17 204 185 17 1 1 0 99.5

　福　井 16 1,811 1,604 160 31 16 0 99.1

　山　梨 11 23 20 3 0 0 0 100.0

　長　野 26 62 57 2 2 1 0 98.4

　岐　阜 26 67 65 1 1 0 0 100.0

　静　岡 39 1,654 1,374 239 21 20 0 98.8

　愛　知 61 498 398 80 15 4 1 99.0

　三　重 20 114 95 17 2 0 0 100.0

　滋　賀 16 92 79 11 1 1 0 98.9

　京　都 29 361 316 24 13 8 0 97.8

　大　阪 69 736 668 46 18 4 0 99.5

　兵　庫 45 1,287 1,154 80 49 4 0 99.7

　奈　良 22 95 89 3 2 1 0 98.9

　和歌山 11 43 42 1 0 0 0 100.0

　鳥　取 12 77 71 4 2 0 0 100.0

　島　根　 10 310 279 20 10 1 0 99.7

　岡　山 23 193 173 13 6 1 0 99.5

　広　島 27 474 444 18 10 2 0 99.6

　山　口 16 184 159 13 11 1 0 99.5

　徳　島 11 28 22 3 3 0 0 100.0

　香　川 13 138 121 14 3 0 0 100.0

　愛　媛 18 381 322 38 19 2 0 99.5

　高　知 15 24 21 1 2 0 0 100.0

　福　岡 63 807 674 90 35 8 0 99.0

　佐　賀 15 811 707 95 3 6 0 99.3

　長　崎 17 254 226 15 11 2 0 99.2

　熊　本 29 91 78 9 4 0 0 100.0

　大　分 16 104 90 11 3 0 0 100.0

　宮　崎 10 45 38 5 2 0 0 100.0

　鹿児島 25 533 457 56 8 12 0 97.7

　沖　縄 19 66 59 5 0 2 0 97.0

合　計 1,361 30,500 27,169 2,362 781 184 4 99.4

(b.＋c.＋d.)/a.

　　　請求 回答

市区町村数 a. 件数 b.住民票写し e. 該当者なし f. 不交付
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１．２ 生死追跡状況の詳細 

（令和 2年 3 月現在） 

 群注-1 登録時期注-2 
生死追跡調査の 
開始時期  

人数 
(男 女) 

 
生死追跡状況の内訳 

 
追跡結果 人数 (男 女) 

 

A-1 昭和 63 年度以前 平成 3 年度以降 114,900 

 

生存   36,308 ( 36,307 1) 

 
   

( 114,898 2) 死亡   24,622 ( 24,622 0) 

 
脱落   53,970 ( 53,969 1) 

住所情報無し  0 ( 0 0) 

 

A-2 昭和 63 年度以前 平成 7 年度以降 62,609 

 

生存   3,305 ( 3,304 1) 

 
   

( 62,608 1) 死亡   2,628 ( 2,628 0) 

 
脱落   27,676 ( 27,676 0) 

住所情報無し  29,000 ( 29,000 0) 

 

B 昭和 63 年度以前 平成 8 年度以降 4,074 

 

生存   1,166 ( 1,166 0) 

 
   

( 4,074 0) 死亡   348 ( 348 0) 

 
脱落   1,955 ( 1,955 0) 

住所情報無し  605 ( 605 0) 

 

E 昭和 63 年度以前 平成 8 年度以降 4,296 

 

生存   734 ( 576 158) 

 
   

( 2,779 1,517) 死亡   339 ( 269 70) 

 
脱落   1,641 ( 1,082 559) 

住所情報無し  1,582 ( 852 730) 

 

C 平成 1～6 年度 平成 8 年度以降 57,861 

 

生存   14,981 ( 14,814 167) 

 
   

( 57,345 516) 死亡   5,278 ( 5,266 12) 

 
脱落   33,394 ( 33,139 255) 

住所情報無し  4,208 ( 4,126 82) 

 

D 平成 7～10 年度 平成 11 年度以降 33,388 

 

生存   9,104 ( 8,933 171) 

 
 

（燃料加工事業者の

みの従事者及び女

子） 
 

( 32,855 533) 死亡   1,800 ( 1,790 10) 

 
脱落   21,633 ( 21,320 313) 

住所情報無し  851 ( 812 39) 

 

F 平成 11 年度以降 平成 30 年度以降 14,853  生存   14,457 ( 14,118 339) 

 
 

（意思確認調査にお

ける新規調査対象

者） 
 

( 14,507 346)  死亡   33 ( 33 0) 

 
 脱落   363 ( 356 7) 

 住所情報無し  0 ( 0 0) 

 
 

合計   291,981 

 

生存   80,055 ( 79,218 837) 

 
   

(289,066 2,915) 死亡   35,048 ( 34,956 92) 

 

脱落  140,632 ( 139,497 1,135) 
（脱落の内訳）  
初回追跡時脱落注-3  24,655 ( 24,365 290 ) 

住所不明等注-4  9,987 ( 9,941 46 ) 

不同意注-5  12,480 ( 12,292 188 ) 

郵便不達注-6  732 ( 732 0 ) 

IC 不同意注-7  13,122 ( 13,006 116 ) 

IC 郵便不達注-8  1,185 ( 1,164 21) 

IC 未回答等注-9  77,803 ( 77,332 471) 

不交付注-10  668 ( 665 3 ) 

    住所情報無し注-11  36,246 ( 35,395 851) 

注-1 第Ⅰ期放射線疫学調査解析対象: A-1 
 第Ⅱ期放射線疫学調査解析対象: A-1、A-2、B、E 及び C 
 第Ⅲ期、第Ⅳ期及び第Ⅴ期放射線疫学調査解析対象: A-1、A-2、B、E、C 及び D 
 第Ⅵ期及び第Ⅶ期放射線疫学調査解析対象: A-1、A-2、B、E、C, D 及び F 

注-2 放射線業務従事者として登録された時期 

注-3 原子力事業者等から入手した住所情報に基づいて初めて行う住民票の写し等の請求において、該当者なし、除票の保存期間経過、職権消
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除等の理由で、住民票の写し等を取得できずに脱落した調査対象者の数 

注-4 一旦、住民票の写し等を取得した後の再調査において、該当者なし、除票の保存期間経過、職権消除、海外転出等の理由により脱落した

調査対象者の数 

注-5 第 2 次交絡因子調査又は「説明と同意の確認」調査において、調査対象者となることに同意しない旨の回答をした者の数 

注-6 「説明と同意の確認」調査において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった者の数 

注-7 「意思確認調査」において不同意の意思を表明した者の数 

注-8 「意思確認調査」において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった者の数 

注-9 「意思確認調査」において回答がなかった者、回答に不備等があり最終的な意思の確認がなされなかった者等の数 

注-10 市区町村の協力を得られなかったこと等により、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数 

注-11 原子力事業者から住所情報を入手できなかったため、当初から住民票の写し等の取得による生死追跡調査の対象とならなかった者の数 

   （本文 7 頁参照） 
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２．インフォームド・コンセント（意思確認調査） 

２．１ 放射線疫学調査の対象者となることについての意思確認調査 実施要領 

（本文 10 頁参照） 

意思確認調査の実施のために策定した「放射線疫学調査の対象者となることについて

の意思確認調査 実施要領」の全文を次の通り掲載する。この実施要領は放射線疫学調査

の研究計画の一部として策定されたものである。 

 

・ 放射線疫学調査の対象者となることについての意思確認調査 実施要領（本文） 

 ······································································································ 27 ページ 

・ 別紙 1 □1  放射線疫学調査の対象者となることについてのお願い 

 ······································································································ 32 ページ 

・ 別紙 2 □2  放射線疫学調査についてのご説明と調査へのご協力のお願い（あらまし） 

 ······································································································ 33 ページ 

・ 別紙 3 □3  放射線疫学調査の対象者となることについての意思確認書 

 ······································································································ 37 ページ 

・ 別紙 4 [詳細説明資料] 放射線疫学調査についてのご説明 

 ······································································································ 38 ページ 

・ 別紙 5 「放射線疫学調査の対象者となることについての同意」の撤回の申出書 

 ······································································································ 46 ページ 
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放射線疫学調査の対象者となることについての意思確認調査 実施要領（本文） 
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別紙 1 □1  放射線疫学調査の対象者となることについてのお願い （本文 10 頁参照） 
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別紙 2 □2  放射線疫学調査についてのご説明と調査へのご協力のお願い（あらまし） 

・ 
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別紙 3 □3  放射線疫学調査の対象者となることについての意思確認書 
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別紙 4 [詳細説明資料] 放射線疫学調査についてのご説明 
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別紙 5 「放射線疫学調査の対象者となることについての同意」の撤回の申出書 
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３．国内外への情報発信 
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（３）第 2 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会（仙台）2019.12.7 
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３．２論文発表 

（１）Effect of Radiation Dose Rate on Cancer Mortality among Nuclear Workers: 

Reanalysis of Hanford Data. Health Phys. 117, 13–19, 2019. 

(以下、オープンアクセスでないためアブストラクトのみ掲載) 

 

Effect of Radiation Dose Rate on Cancer Mortality among Nuclear Workers: 

Reanalysis of Hanford Data.  

 

Sasaki M(1), Kudo S(2), Furuta H(2). 

 

Author information:  

(1)Radiation Safety Research Center, Nuclear Technology Research Laboratory, 

Central Research Institute of Electric Power Industry, Tokyo, Japan. 

(2)Institute of Radiation Epidemiology, Radiation Effects Association, Tokyo, 

Japan. 

 

The excess relative risk of mortality for all cancers excluding leukemia among 

nuclear workers was reanalyzed by taking the annual dose as the dose rate into 

consideration using publicly available epidemiological data from the Hanford site 

dedicated to the cohort study of nuclear workers in the United States, the United 

Kingdom, and Canada (Three Countries Study). Values of the dose rate (cut points) 

were chosen at 2 mSv y intervals from 2 to 40 mSv y, and risk estimates were made 

for 32,988 workers, considering doses accumulated below the cut point and above 

the cut point to have different effects. Although the procedure to extract the 

study population and the methodology used for analysis basically followed those 

in the Three Countries Study, additional examinations were also carried out for 

different risk models, lag periods, and impacts of adjusting the monitoring 

period to find the effect of the dose rate. As a result, no statistically 

significant difference in dose rate was found among the excess relative risks 

under different calculation conditions. 

 

DOI: 10.1097/HP.0000000000001039  

PMID: 31136363  [Indexed for MEDLINE] 

Health Phys. 2019 Jul;117(1):13-19. doi: 10.1097/HP.0000000000001039. 
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